
平成20年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成20年12月８日（月） 

                                           

（午前９時32分 開議） 

○議長（中上良隆君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は22人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（中上良隆君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

○議長（中上良隆君）この際報告いたします。 

 市長から平成20年12月５日付、橋総第147

号をもって追加議案８件が送付されました。

議案はお手元に配付いたしております。これ

を今会期中にご審議願うことといたします。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中上良隆君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において６番 清水君、

８番 岡本君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中上良隆君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は21人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、４番 松浦君。 

〔４番（松浦健次君）登壇〕 

○４番（松浦健次君）おはようございます。 

 私は、次の３点について質問いたします。 

 第一に、新ごみ焼却場の環境調査の妥当性

について。第二に、予算編成におけるほぼ一

律カットの問題点について。第三に、市当局

の慣れ合い、事なかれ、場当たり、先送り体

質の改善についてであります。 

 まず、新ごみ焼却場の環境調査の妥当性に

ついて伺います。高野口に新設されたごみ焼

却場は、４カ月遅れで稼働することになりま

したが、私は、一人の市民をもごみ焼却場の

犠牲にしてはならないとの観点から質問いた

します。 

 厚生労働省の廃棄物処理施設生活環境影響

調査指針が定める環境調査評価の範囲は、新

焼却炉の規模、すなわち毎時５ｔ、煙突の高

さ59ｍでは、調査対象地域は半径６㎞となっ

ている。そして、一般的には、浮遊物質が最

も濃い状態で落ちるのは３㎞地点だと言われ

ているが、広域組合の調査は半径３㎞にとど

まっている。ちなみに、60ｔ炉の岩出市は、

調査範囲を半径５㎞としております。 

 しかし、将来、不幸にも万一公害事件が発

生した場合、速やかに被害者の救済と、原因

を特定して適切な措置をしなければならない。

そのためには、焼却場が稼働する前の今の状

態で、適切な場所で、適切な項目について環

境調査を丁寧に実施して、その結果を正確に

把握し、保存する必要があります。それが市

民の健康の保障に不可欠の行政の仕事である

と考えます。そうでなければ比較するものが

なく、焼却場の稼働による影響の有無、大小

を証明することができず、被害者の救済や設

備の改善は極めて困難となります。 

 ところが、広域組合の環境調査は、詳細調

査は１㎞地点１カ所、３㎞地点２カ所、簡易

なバッチ調査は３㎞以内15カ所、この場合、

調査項目は窒素酸化物のみであります。私は、

一般に公害の原因と言われている二酸化硫黄、
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浮遊物質、粒子状物質、塩化水素、水銀、ダ

イオキシン類等も３㎞以内の調査項目に入れ

るべきと考えます。しかしながら、広域組合

が、調査区域、調査項目を厚生労働省の指針

から大きく絞り込んでおります。橋本市民の

健康を守るべき地位の最高責任者である木下

市長のご所見を伺います。 

 第二に、予算編成において、主に内部管理

経費をほぼ一律カットとすることの問題点に

ついて伺います。 

 まず、職務の性質上、比較的弾力的な運用

が可能なところとそうでないところが当然あ

りますが、ともに一律カットでは、後者につ

いて、比喩的に言えば、乾いたタオルをもっ

と絞って水を出せというような、無理を強い

ることにならないかを懸念しますが、この点、

どのようにお考えですか。 

 また、計画の内容は、部内での削減内容は

部内で工夫しなさいということですが、これ

は、これまでの手法と異なり、一人ひとりの

職員に、予算の使い方をより効率的にするに

はどうすべきかを考えさせる有効な方法であ

ると考えます。 

 しかし、この計画は19年度の予算数値を基

準として、３カ年で達成するものとなってい

ますが、先日伺ったところでは、この間の予

算額、割付額の比率は変わらないということ

です。しかし、それでは市民の行政に対する

需要の変化に、適切に対応できないのではな

いか。私は大所高所から、各部の間の割り付

け比率にも、行政需要の変化に対応して創意

工夫があってしかるべきと考えます。 

 第三に、市当局の慣れ合い、事なかれ、場

当たり、先送り体質の改善について伺います。 

 市政は、市民に奉仕するサービス産業であ

ると考えますが、現在の問題は何か、課題は

何かを職員が本音で議論し合うべき、あるべ

き方向に近づける努力が十分に行われている

か疑問がある、という観点から質問いたしま

す。 

 過日、私は、新人議員の皆さんが自主的に

行っている勉強会の仲間に入れてもらって、

紀見の給食センターの視察に行きました。そ

こで、センター長はじめ栄養士の方々の説明

を受けましたが、子どもたちに安全な食事を

提供するには問題が少なくないと感じました。

どうして今まで改善を求めなかったのですか

と伺いますと、今まで何回も改善を求めたが、

その都度、予算がないと先送りされてきたと

のことでした。そこで、参加していた議員の

大半が、文教厚生委員会へ改善要求書を提出

してください、応援しますと提案し、９月の

文教厚生委員会への提出となったわけです。 

 ところが、市長が出席していない委員会で、

副市長が、「私はきちんとした現状報告を受け

ていない」「今まで建設とか何とかいう議題に、

合併協議会のときにも、長計のときにも、い

ろんな場面でなぜ上がってこなかったのか。

反対に私が思いたいぐらいです」と答弁して

おられます。 

 このように先送りになってきた原因は、ど

こにあるとお考えですか。また、これは一給

食センターだけの問題と限定して考えるべき

か、それとも行政一般に共通の問題としてと

らえるべきかを伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）おはようございます。 

 松浦議員の一般質問にお答えをさせていた

だきます。 

 広域ごみ処理場の生活環境影響調査につい

てでございますが、はじめに、この調査はあ

くまでも広域組合が事業主体であり、管理者
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会及び広域組合議会の承認を得て実施した業

務であることをご理解いただきたいと、まず

思います。 

 このことから、現況把握の範囲をすべて現

地調査するのでなく、文献、資料調査と現地

実測をあわせて総合的に評価しております。 

 生活環境影響調査については、平成13年度

以降、二度にわたる調査と影響の分析を行い、

評価いたしております。これらの環境影響調

査が適正になされた旨をご報告させていただ

き、ご理解をいただきますようお願い申し上

げます。 

 生活環境影響調査の結果については、住民

説明会及び縦覧を行うとともに、広報等にも

記載し、住民の方々にご理解をいただいてい

るところであります。しかし、一方で、その

影響評価に関して、意見、要望も寄せられて

おります。 

 なお、残余の件につきましては、担当参与

よりお答えをさせます。 

 こうしたことを踏まえて、広域組合では今

年７月から12月にかけ、住民の方の最も関心

の高い大気環境調査を、従前の調査範囲より

広い範囲で行い、安心感を持っていただける

よう努めております。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）最初に、生活環境

影響調査についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 現在、広域組合で実施しております大気環

境調査についての内容は、大気の詳細調査と

して、ごみ処理場建設地より概ね３㎞範囲内

の３カ所の地点で、風向、風速のほか６項目

の調査を行い、さらに15カ所の地点で窒素酸

化物の調査と聞いております。調査地点の選

定については、従前の生活環境調査の大気調

査を、排ガス拡散計算などの結果から、ごみ

処理建設地より概ね１～1.5㎞の範囲としま

したが、今回、住民の要望を反映して、その

倍にあたる概ね３㎞の地点を調査範囲として

いると聞いております。 

 平成13年から14年にかけて実施された生活

環境影響調査は、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律、並びに厚生労働省監修の生活環境

影響調査指針に基づいて行われ、法律では、

環境５項目である大気汚染、水質汚濁、騒音、

振動、悪臭の調査でよいとしていますが、こ

れ以外に土壌汚染、動植物、景観、交通安全

等の調査を自主的に行っていると聞いており

ます。 

 次に、平成17年に実施された確認調査は、

従前の調査結果と現状環境との整合性を確認

するために再調査し、ごみ処理場周辺環境に

ついて確認を行っていると聞いております。 

 調査項目につきましては、二酸化硫黄、窒

素酸化物、浮遊粒子状物質、塩化水素、水銀、

ダイオキシン類及び風向、風速を３カ所の地

点で調査するほか、さらに窒素酸化物につい

ては、ごみ処理場からの排ガス以外に、パッ

カー車など廃棄物運搬車両の走行による影響

も予測されることから、別に15カ所の地点で

調査を行うと聞いております。 

 議員おただしの環境影響調査の範囲につい

てでございますが、生活環境影響調査指針に

示されている調査対象範囲とは、現地調査地

点のみを示して設定されているものではなく、

既存の文献、資料による現況把握や、地域概

況把握を含めた範囲として示されているもの

であります。文献、資料で現況調査が十分に

できない場合には、現地調査を行い、補完す

るものとなっております。 

 次に大きな３点目の、市当局の慣れ合い、

事なかれ、場当たり、先送りに対する改善を

求めるというご質問にお答えいたします。 

 議員には、市役所組織運営の問題点につい
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て、常々ご指摘をいただいているところでご

ざいます。今回は、組織としての体質改善を

すべきだというご提言かと思いますが、確か

に日々行政運営をしていく中で、何も問題が

発生しないということはあり得ないことです。

しかしながら、決して慣れ合い、事なかれ、

場当たり、先送りしているわけではないとい

うことはご認識いただきたいと思います。 

 ご指摘いただきました点につきましては、

今年度から、管理職に対する人事評価制度を

導入していくこととしていますので、この制

度導入の大きな目的である人材育成の観点か

らこの制度の活用をし、特に管理職の意識改

革と能力開発を図ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

〔総務部長（中山哲次君）登壇〕 

○総務部長（中山哲次君）それでは、続きま

して、予算編成におけるほぼ一律カットの問

題点についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 平成20年度から実施しております経常的経

費に係る一般財源の枠配分は、主に物件費を

中心とした経費に係る一般財源を削減するた

めに取り組んでいるものでございます。 

 また、配分額は、平成19年度当初予算に係

る経常的経費を基礎数値とし、各部単位に配

分するもので、初年度である平成20年度は

９％にあたる３億円を、平成21年度で5.5％に

あたる１億8,000万円を、平成22年度で3.6％

にあたる１億2,000万円を削減し、３年計画で

６億円の一般財源を削減する計画で進めてお

ります。 

 また、各部単位に配分することにより、部

長の権限で所管課の配分額を決定することが

可能となり、課単位では一律カットとならな

いと考えてございます。さらに、法律や条例

の定めがある場合や、特別な理由がある場合

は、部内間の調整を行っても配分額内におさ

まらないケースがございます。このような場

合は、特殊要因があるものとして対応してお

ります。 

 しかしながら、枠配分方式は平成20年度に

はじめて取り組んだ予算編成手法であり、各

部署においても予算編成上、大変苦労されて

いると思いますが、枠配分を実施したことで、

職員個々が真剣に市の予算を考え、コスト意

識が芽生えつつあるのも事実でございますし、

さらに、創意工夫も見受けられるなど、意識

改革の面では非常に効果があるものと考えて

おります。 

 したがいまして、今後も枠配分方式でもっ

て予算編成に取り組んでまいります。なお、

枠配分方式による経費削減策に取り組まなけ

れば、根本的な財源不足の解消が困難となり、

近い将来、今以上に大幅な経費削減策を講じ

なければならない事態になると考えますので、

ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君、再質問

ありますか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）第一問の関連から再質

問をさせていただきます。 

 まず、組合議会の承認で現在の結果がある

という市長のお考えですけども、それは当然

のことであります。13年、14年と調査された

と。それで、17年も確認の再調査をされた。

私がお伺いしているのは、厚生労働省の指針

どおりにやっていないので、それについて市

長はどういうふうにお考えですかと、こうい

うことを聞いているんですけども、お答え願

います。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 
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○市長（木下善之君）ただ今の松浦議員の再

質問でございますが、厚生労働省の指針とい

うことは、確かに私も見てございますが、こ

のとおりしなければならないということでは

ございませんで、それぞれの地域の、全国に

1,500以上のごみ焼却場があるわけでござい

ますが、私は私なりに各全国的なデータをい

ろいろ見てみますと、それぞれ、だいたい最

大公約数３㎞以内、1.5㎞とか２㎞とかという

のも相当あるわけでございますので、このこ

とにつきましては広域組合議会で一応承認を

いただき、そして取り組んでおるわけでござ

いますので、私は適正であると判断をいたし

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）そうですか。しかし、

私としては、いろいろやっている自治体があ

ると。それにも参考にしてやっておられると

いうことなんですけれども、みんなで渡れば

怖くない、みんながこうやっているからこれ

でいいんだというお話だと思うんですけども、

問題は、その厚生労働省の指針というのは何

のためにつくられたのかと。私としては、そ

の趣旨は、国民の健康を守るためには、これ

これの範囲、これこれの項目について調査し

て、それをまた後の稼働のことについて有効

に使ってくださいと。それが必要だというこ

とでつくられたものと思うんですけども、厚

生労働省の指針というのは、こういうほうが

望ましいんだという話だと思うんです。その

半分についてしかやっていないということに

ついて、これを適正だと言われる市長の考え

方は、私は妥当ではないんじゃないかと思い

ます。 

 それと、範囲については、文献でいけるも

のは文献でいけということなんですけども、

その文献も当然参考にされたと思うんですけ

ども、文献、いつできた文献ですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）私の答弁させてい

ただきましたのは、広域からいろいろ聞いた

中での話でございます。 

 それで、文献といいますと、ちょっと質問

からずれますけども、厚生労働省の指針でご

ざいますけども、その指針の中に調査対象地

域の設定例ということで、松浦議員の言われ

る設定例が書いてございます。その設定例で

ございますけども、これは施設の規模と煙突

の高さで調査対象地域を設定例としてすべき

である、すべきであるというより、例として

表を書いてございます。これにつきましての

環境省のヒアリングで言うてますのが、指針

では、調査対象地域の設定例として、施設規

模とガス量による調査対象地域の設定例を紹

介していますが、最大濃度出現距離について

は、施設規模、煙突の高さのほかに、排ガス

量、煙突吐出速度、煙の出る速度ですね。排

ガス濃度及び気象条件、風向、風速、大気安

定度等により左右されることから、必ずしも

これらに固執されるものではないという見解

があるということを聞いてございます。 

 そして、むしろ多くの環境影響調査事例等

から設定するほうが効果的であるということ

で、今回の設定をしたというふうに聞いてご

ざいます。 

 それと、文献につきましては、私、橋本市

の担当としてそこまで聞いてございませんの

で、具体的にはちょっと申し述べることがで

きません。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）文献が古いものであれ

ば、経済構造あるいは社会構造、全体に変わ

っているので、それを根拠に問題がないとい

うような評価はおかしいんじゃないですか。

やっぱり、ほんまに市民の健康を守ろうと思
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うのであれば、最新のデータに基づいて、稼

働前はこうだった、稼働後はこんなに変わっ

たんだと、これだけしか変わってないから大

丈夫なんだとか、こんなに変わったから何ら

かの手を打たなければならないとか、そうい

う基準となるものを、今残しておくというこ

とが市民の健康、あるいはまた後の、紛争が

起こったときに、これは焼却場が原因だ、あ

るいは原因じゃないということを証明しやす

いと。また、それがみんなに納得してもらい

やすいと思うんですけども、そういうことは

必要ないというお考えですね。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）広域のほうで議論

されていますので、橋本市として、それにつ

いてはお答えできませんということで、そう

思っていますとか、そういうことではござい

ません。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）広域の結果に対して、

市政を預かる市当局としては、そういうふう

に認識しているのかどうかということを伺っ

ているんです。広域について、これをしなさ

い、あれをしなさいと私は言っているわけで

はなくて、橋本市民の健康を預かる市長とし

て、そういう形で今、残しておかなくてもい

いということですねと確認しているんです。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）橋本市の立場も含

めて、広域で議論していただいているという

ふうに確信してございます。そういうことで、

それは必要でないとかということじゃなしに、

それも含めて広域で議論していただいている

というふうに考えてございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）もう一回確認させてい

ただきますけども、それで橋本市長として、

今後生じる問題について、現状を正確に把握

しなくてもいいということですね。私は、広

域がどうのこうのという話違うんですよ。市

長として、その広域の結果に対して、私が今、

問題点を指摘しましたけども、そういう問題

というのはないという話ですね。それともあ

るという話ですか。市長のご認識を伺いたい

ということなんです。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）ご質問のことにつきま

してですが、このことらのことについて、一

連のことについては、11人で構成する広域組

合の議会で、しっかりといろいろと議論を尽

くしながら、今日、安全・安心のまちづくり

の上で進んでおるわけでございますので、ひ

とつ信頼を寄せていただきますようにお願い

を申し上げ、答弁とします。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）問題がないとお考えと

いう認識、それでよろしいですね。現在の状

態が妥当だというご認識ですね。妥当でない

と言われるんですか。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）再々質問にお答えを申

し上げたいと思うわけでございますが、私ど

もとしましては、そうしたすべての基本の指

針に基づいて、間違いのない方針で今日来て

おるわけでございますので、ややこしいです

よということは絶対申し上げません。責任を

持たしてもらいます。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）お考え、わかりました。

ただ、責任持つと言っても、将来、事故が起

きたときに、どういう責任をとるかというこ

とは、全く具体的にはとりようがないので、

やっぱり市民の健康第一、あるいは厚生労働
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省の指針の精神を生かしてやっていただきた

いと思います。 

 次の質問に移ります。 

 私の質問は、今の財政当局の考え、趣旨は

ようわかるんです。わかるんですけれども、

それを機械的にやっていけば、いろんな部署、

部署の職務の内容によって、乾いたタオルを

もっと絞れというようなことにならないかと

いうことを、そういう不都合はないかという

ことを聞いてるんですけども、ないならない、

あるならある、あるけれども、その点につい

てはどういうふうに対処しているんだという

ことを伺います。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）松浦議員のご質問

にお答えしたいと思います。 

 先ほど総務部長が答弁したのと重複する部

分もあるわけでございますけども、本市の枠

配分につきましては、賃金、旅費、需用費、

役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費等々、主に物件費の経常的、常に必要と

する経常的経費に係る一般財源を、各部単位

に配分しておるということを言わせていただ

きました。 

 各部単位に配分することによりまして、部

長の権限で、部長が管轄します所管課の配分

額を決定することが可能となるということで、

枠内にあれば、弾力的な運用が逆に可能にな

るのではないかというように考えております。

したがいまして、今、松浦議員が仰せになり

ました機械的ということには、内容を見れば

機械的に削減というようにはならないと考え

ております。 

 それから、例えば一例を申し上げますと、

議会の政務調査費なんかもそうですけども、

条例で額なんかがもう決められているものが

ございます。それから、企業誘致室のように

平成17年の８月に組織ができまして、本格的

に始動したのが平成20年度で、非常に増額予

算となってございます。それからまた、保育

所とか地区公民館のように、臨時職員、嘱託

職員の数が非常に多い組織、課がございまし

て、このような場合には、その枠内におさめ

ようとしても、どうしても枠内におさまると

いうことにはなりません。この場合、特別な

理由がある場合、特殊要因として、その枠内

を超えてでも予算付けをするというような対

応をいたしておりまして、その特殊要因を入

れれば、結果的に見れば、部単位でも課単位

でも一律削減にはなっていないわけでござい

ます。 

 以上のことから言いまして、機械的にとい

う、目標額を決める場合は、それは機械的に

なるかもわかりませんけども、結果的には一

律削減にはなっていないということで、ご理

解をお願いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）話としてはそうかいな

と思うんですけども、現場の職員の皆さんの

不平不満があっちこっちから聞こえるんです

よ。予算の枠内に抑え込むためには、みんな

一律やと。みんな、あっちもこっちも同じよ

うに辛抱してもらってるんやから、あんたも

辛抱してくださいと、こういうことで抑え込

まれて、辛抱できるところとできないところ

がやっぱりあると。職員各、一つや二つやな

くて、いろんな部署から不平不満が噴き出て

いるというのはご存じないですか。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）確かに、非常に苦

労されているというのは、私らも十分認識を

しております。しかしながら、今やはり苦労

をしなければ、将来もっと苦労していただく

ということになろうかと思います。今でもそ

うですけども、21年度予算に向けて、今、各

課とのヒアリングをやっておるわけでござい
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ますけども、それぞれ財政が担当者を決めて

ヒアリングをしておるわけでございます。そ

れで、済んだ担当者にいろいろ話を聞きます

と、非常に苦労されているけれども、やっぱ

りコスト意識というのが非常に生まれてきた

と。それぞれやっぱり工夫もしていただいて

いるということを、常々担当からも聞かせて

いただいてございます。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）確かに、予算配分

につきましては、部単位で配分しておるとい

うことになるんですけども、先ほども答弁し

たように、特殊要因、特別な理由がある場合

には、その枠を超過するということも結果的

には出ております。したがいまして、一律削

減とはなっていないということです。 

 そういう面からいたしましても、枠配分と

いうのは、将来的に絶対必要やと思ってます

し、それから、今でもいい面で、財政の健全

化の面での意識改革という面では、非常に効

果があるものと私ども思っております。 

 ちょっと一例を申し上げますと、企画部で

ございましたら、削減目標といたしましては

1,410万8,000円に対しまして、削減額が664

万8,000円、これは結果的には枠を超えている

ということになるわけです。片や総務部へい

きますと、削減目標額で2,514万7,000円に対

しまして、削減額が4,536万5,000円というよ

うに、非常に削減したということになってお

りまして、結果的に見れば、それぞれ部単位

の中でいろいろ、必要なところには、やはり

必要な予算が付いているということに結果的

になるわけでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）なるほどわかりやすい

説明です。しかし、具体的にはなかなかうま

くいっていないと。財政健全化のために必要

だということもようわかるんですけども、機

械的、一律にということは、やっぱり具体的

な要請にこたえられない。そこには政治がな

いと。その場、その場の需要に応じて対応す

べき場面もあるんではないかということです。

それは私の意見ですけども。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）結果的に、たまたまそ

うなったという話で、基本的な姿勢として、

その割付額の比率というのは変えないのかと、

そこを伺います。その一点、伺います。 

 それと、部単位では割り付けはそのままだ

という話を伺っているんですけども、各部で

も時代の流れというか、年月の変化によって、

必要性が膨らむところとしぼむところがやっ

ぱりあると思うんですよ。それを、部単位に

は手をつけていないということは、やはり不

十分な財政運営じゃないかと。やっぱりこれ

も機械的にやってしまうということは、政治

的要請にこたえられないというふうに考える

んです。役人が機械的に予算の割り付けをし

て、形式的行政に陥る危険がないか。血の通

った政治が本当にできるのか。この辺につい

て、部単位の割り付け、これについては手を

つけないということは、ずっとやられるんで

すか。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）各部に予算配分す

るには一律、一応カットで臨みたいと思って

おります。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）次、質問に移ります。 

 慣れ合い、事なかれ、そうではないという

お話なんですけども、今の給食センターの事

例を私なりに考えてみましたら、それは何で、

今までこういうことが放置されてきたのかと。

そういう欠陥というのは、今に始まって、降

ってわいた話と違うんです。天井が高くて、
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ごみがいっぱいたまって掃除もしてない、し

ないと。湿気が多いのでカビが生える。ほこ

りが落ちて給食の食物に降りかかる。そうい

うこととか、ネズミの出入り、あるいは害虫、

そういうものの出入りもしやすいと。 

 そこで、今まで放置してきたことがどうい

う原因だったのかと、私なりに勝手に推測し

たんですけど、言っても聞き入れてくれなか

った。聞き入れてくれないのがはじめからわ

かっているので、もう言わない。途中で握り

つぶされた。言って嫌な顔をされるのが嫌だ

から言わない。聞いたほうとすれば、どうせ

人事異動でかわるから、それまで何とか持ち

こたえれば。求めた職員にも求められた職員

にも問題点が、問題点を知りながら次々異動

していく。それでも、だれも何も言わない。

もちろん、責任云々の話は出るべくもない。

そういう実態だったから、今までこういうこ

とが放置されてきたんじゃないですか。それ

は慣れ合いとか、事なかれ、先送り、場当た

りではないんですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）要は、意見が通れ

へんとか、そういうことでの答弁をさせても

らったわけですけれども、その具体的な給食

センターの例につきましては、ちょっと慣れ

合いとか、事なかれということではないと思

います。 

 そういうことで、私どもとしましても、今、

具体的に再質問されたことについては、ちょ

っと答えづらいかなというふうに考えてござ

います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）重大な欠陥を持ち続け

て長いことやってきたと。これは、欠陥を知

っていて放っておいたか、知らないで来たか、

いろいろ下から上がっていったら、上の人は

知ってるはずでしょう。それをやろうとして、

やってない。建て替えも含めて、やらなんほ

ど欠陥があると、副市長だって委員会で認め

てるんですよ。文教厚生委員会で、そういう

ことを私は知らなかったと言ってますよ。 

 そういう基本的な欠陥が、今まで見過ごさ

れてきた。それは何でそんなことあるんです

か。普通だったら、これは悪いと判断したら

変えましょうと。上へ上げて、それをまた調

査して、それは改善しましょうということに

なると思うんですけどね。その任期、自分の

人事異動が次来るから、先送り、先送りと。

そういうことでこれ、なってきたんじゃない

んですか。こういうことが行われてきた責任、

だれもとらないんでしょう。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今、松浦議員の

おただしの件につきまして、ご答弁をさせて

いただきます。 

 ただ今、その施設が建て替えが必要なのに

知らなかったという部分についてでございま

すが、委員会のときに、私は答弁させていた

だいたのは、建て替えが必要だと、委員会の

見に行った委員がおっしゃられているという、

そういったご意見の中で、そんなに大変な状

態であるというのは知らなかったと言ったこ

とで、私が、建て替えがそのときに必要であ

ると認識をしていたかといいますと、その時

の状態は、現場も見ておりませんし、認識は

いたしておりません。 

 私もその後、実際にその現場へも行かせて

いただきました。で、今すぐ建て替えが必要

な施設かと言われれば、非常に、私がその委

員会の中で聞かせていただいたときに、どん

なところかなと思って行かせていただいたん

ですけれども、今すぐに建て替えが必要であ

るというふうには、私は感じられませんでし

た。 

 確かに、何て言うか、いろんな点での改善
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というのは、今すぐしなければならない部分

はあったかもわかりませんけれども、やはり

そこで働く人たちが、非常に衛生面に気をつ

けて作業をしていただいているんだなという

ことは、その管理のところの職員も含めまし

て、そういう認識を持って帰ってきました。 

 ですから、松浦議員が言われる、いわゆる

事なかれとか何とかという部分につきまして

は、決してそういうふうには私どもは思って

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）じゃあ、また別の例を

挙げていきますけども、この前、小学校４年

生の女の子がしばらく行方不明になったとい

うときに、行政無線で連絡して、皆さんに探

してもらったらどうかという話があって、そ

れを市当局にお願いしたらしいんです。そし

たら、まだマニュアルができてないからでき

ないと。マニュアルができてないからできな

い、そういうことで断って、そんなばかな話

ないだろう。人一人の命がかかってるか、か

かってないかの話なのに、何を言っておるか

ということを言われて、はじめて使ったと。 

 そういう、マニュアルがないとか、なかっ

たら何も動かない。例えば、大震災が起きた

ときにも、そんなん、すべての事態にマニュ

アルというのはできないでしょう。その場、

その場で判断して、きちんと、変わり者はお

りますけども、たいがいの人が納得できるよ

うな判断をすべきですよ。マニュアルがない

からやらない。それは事なかれ主義、今度、

責任、なぜあれを使ったのかと言われたとき

に、私は返答に困るという事なかれ主義、自

己保身の結果ではないんですか。私言うのが、

その今の給食センター、それだけの話ではな

くて、基本的に役所というのはそういうとこ

ろ、そういう性質があって、その場、その場

の判断で生きた政治をやってない。 

 もう一つ例を挙げましょうか。私、今度ね、

マッセへ行ったんですわ。そしたら、前の晩

からのすごいどしゃ降りで、足元がずぶずぶ。

それを知らないで来た人が、いい靴履いて大

勢来てましたわ。つま先で歩いても、結構ど

ろどろになってました。そのときに市長は、

シートを集めて何とかしろということで、臨

機応変にやってくれたんですけれども、それ

でも間に合わない。あるいは、シートを大勢

が踏んでいけば、下から水と泥が上がってき

て、同じ状態になっていったんです。私が本

部へ行きますと、本部には電話がかかってき

て、それで、マッセやってるかという電話、

かかってきてるんですわ。やってますと。足

元が悪いから長靴履いて来てくださいと、市

の職員が電話で答弁してるんですわ。 

 それはいいんですけど、マッセというのは

橋本市が農協とか、あるいは商工業者挙げて、

橋本市の活性化を図るために、みんなで盛り

上げていこうと、何千人を対象とした話でし

ょう。そのときに、この防災無線で、今日や

ってます。来て下さる人は、長靴履いてきて

くださいと、そういうことを放送してあげた

らどうですかと。商工会議所の会頭も、ぜひ

やってほしいと言ってましたけれども、私が

お願いに行ったら、当局は、マニュアルがで

きてないからできないんだと。何でそんなこ

と言うんかなと思って。 

 そういう話をいろんな人にしたら、橋本市

とはそういうところか。マニュアルがないか

ら、そんな判断もできないんかということを

みんな批判してますわ。これは一つ、二つの

問題と違って、そういう体質があるんだと。

生きた政治をするためには、その場、その場

の判断、マニュアルも大事ですけども、規則

も大事ですけども、それを破らない範囲で市

民の要求にこたえられないのか。慣れ合い、
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事なかれ。事なかれですよ、これは。そうい

う体質を改める気はないのか、伺います。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）大変厳しいご質問でご

ざいまして、すべての責任は私にあるわけで

ございます。本当にご指摘のことにつきまし

ては、今後、十分参考にもさせていただき、

行政を預かる者としては、100％何もかも適当

にというわけにはまいりませんので、非常に

奥深いものでありますので、十分ひとつ受け

とめさせていただきたいと思います。 

 そしてまた、先ほどからの行方不明の方が

ございました。私、東京へ行ってました。10

時40分頃に電話がありまして、市長の決断を

待つということで、それは大事なことやから

全部放送せえと指示いたしまして、いっぺん

に指示、一斉にやりましたよ。 

 マッセのときも、橋本市内の青いシート、

業者全部調べろと。150枚ぐらい。それは先ほ

どから一律カット云々の問題もございました。

その範囲内でさかい、できませんなんのとい

うようなことしてませんよ。それで、ありっ

たけの、農協とかスーパーの皆、最後足らん

から、防災用のやつ、半分放り出せというこ

とで対処して、そして全部敷いたわけであり

ます。 

 最大の努力はそれなりに、私の責任のもと

にやっておるわけでございますけども、なか

なかしかし、100％いかんことは確かでござい

ます。今後、松浦議員のご指摘についても、

今、場当たり、事なかれ、何とかというのは

もう名物になって、松浦議員の名物でありま

すが、十分、今後参考にさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○４番（松浦健次君）質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（中上良隆君）これをもって、４番 松

浦君の一般質問は終わりました。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時24分 休憩） 
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